








































































厚生労働大臣

次の職員の令和2年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、
理については以下のとおりです。

1．研究事業名

殿

2．研究課題名出生前診断の提供等に係る体制の構築に関する研究

3．研究者名

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）

4．倫理審査の状況

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

(所属部局

(氏名

職名）

フ リ ガ ナ ） 渡 部 沙 織 ・ ワ タ ナ ベ サ オ リ

国立大学1

総長’
氏 名

先端科学技術研究センター

令和3年8月3日

藤井輝夫'蓬二瞳･印一ﾉ､_’

倫理審査蝿溌i器自惑鰯管

(X l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理ｷ註+に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫雷旨針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I

特別研究員

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

’

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関
未審杳（※

2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※

3）
□ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること
(指針の名称:国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指針） ■ □ ■ お茶の水女子大学 □

|研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未受講 □

当研究機関におけるCo lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □（無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCo l委員会設置の有無 有 ■無 □（無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■無 □（無の場合はその理由： ）

当研究に係るC o lについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）


